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1章  はじめに 

1.1. 電子申請・届出システム  

(1) 電子申請・届出システムの目的  

【電子申請・届出システム】（以降「本システム」という。）は、介護事業所の指定等申請に

ついてウェブ入力・電子申請届出、及び指定権者の受付についてのウェブ入力・電子申請届出

受付を実現するために作られたシステムです。 

本システムは、介護事業所が申請・届出を行う【申請届出サブシステム】と指定権者が申請・

届出の閲覧および受付を行う【受付サブシステム】で構成されます。 

 

電子申請・届出システムの概要および各種資料については、以下の URL に掲載しております。 

介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html 

 

(2) 電子申請・届出システムの全体イメージ  

【電子申請・届出システム】は利用する対象者によって、以下の 2 つのシステムに分けられま

す。 

・受付サブシステム（対象者：指定権者） 

・申請届出サブシステム（対象者：介護事業所） 

対象 システム 

指定権者 ⚫ 受付サブシステム 

指定権者が介護事業所からの申請・届出情報の閲覧および受付を行いま

す。 

介護事業所 ⚫ 申請届出サブシステム 

介護事業所が各種指定申請・届出を行います。 

指定権者・介護事業所間では、次のような運用が行われます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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１） 各介護事業所は、【申請届出サブシステム】で任意の申請・届出先に申請・届出を行いま

す。 

２） 指定権者は、【受付サブシステム】で介護事業所から提出された申請・届出情報の受付を

行い、受付結果をシステムに登録します。 

３） 受付結果が「受付済」となることで申請・届出が完了となります。内容に不備がある場合

は「差戻し」もしくは「却下」となります。「差戻し」となった場合は介護事業所が【申

請届出サブシステム】を利用して再申請を行います。 

 

(3) このマニュアルについて  

このマニュアルは、指定権者が申請・届出情報の受付及び受付結果登録を行う【受付サブシス

テム】における指定権者向けの操作方法について説明するものです。また、本システムのご利

用にあたっての対応事項等をまとめた資料が公開されておりますのでご確認ください。 

⚫ 指定権者（都道府県等） 

介護保険の適用にあたって指定を行う自治体（都道府県、政令市・中核市、市区町村

等）を指します。 

⚫ 介護事業所 

全国の介護サービス事業所・施設を指します。 

①  自治体（指定権者）向け利用準備参考資料 

関連資料： 

自治体（指定権者）向け利用準備参考資料（令和６年１０月１８日更新） 

 利用準備参考資料一式は、「電子申請・届出システム」指定権者向けログイン画面（デモ環

境含む）の右上にあります「お知らせ」記載のアーカイブ機能 URL（資料等保管ページ）より

ダウンロード願います。インターネット接続が可能な環境にてご利用ください。 

URL： 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=t

rue 

ファイル：20241018_【電子申請届出システム】利用準備参考資料一式.zip 

【格納資料内容】 

 ○自治体向け手引き 

 ○自治体向け手引き付属資料（チェックリスト・WBS・業務フロー図・様式関連） 

 ○事業所向け手引き 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=true
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_archive=true
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 ○G ビズ ID、登記情報提供サービス関係資料（広報資料・補足説明） 

 ○デモ環境説明資料（地方公共団体向け・事業所向け） 

 ○操作ガイド（事業所向け）説明動画について 

※ ZIP ファイルの解凍パスワードルールにつきましては、ヘルプデスクへお問合せ下さい。 

②  介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請機能の活用促

進のための調査研究 

URL：https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/roujinhoken/archive_r4.html 

関連資料： 

介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請機能の活用促進のための

調査研究 

 

(4) 指定権者が指定するマスタ情報について  

介護事業所が利用する【申請届出サブシステム】の一部の画面において表示するメッセージや

項目等(マスタ情報)を指定権者が指定することができます。このマスタ情報の初期値は、本シ

ステムの利用開始前に各指定権者から情報提供された内容で設定しております。 

利用開始前に情報提供がなかった項目は一般的な初期値を設定し、「連絡先・問合せ先」マス

タ情報につきましては、利用開始時期調査の回答内容にて連絡先を設定しております。必要に

応じマスタ情報の変更を行ってください。 

サービス利用開始前の情報提供の詳細については「(3)このマニュアルについて」（P2 参照）

にある、「自治体向け手引き」の「3.8 画面表示事項の整理」をご参照ください。 

指定権者が指定するマスタ情報は以下となります。 

⚫ 指定権者が指定するマスタ情報 

No 項目 内容 

1 連絡先・問合せ先 介護事業所が問合せする指定権者の連絡先情報 

2 申請先情報 介護事業所が申請・届出する申請先の情報 

介護保険法に基づく指定権限とは異なる指定権限の移譲をし

ている場合など、移譲先の指定権者、移譲対象のサービス分

類の情報を提供頂き設定することで、事業所が選択する「申

請・届出先」の選択肢に、権限移譲先の指定権者を表示でき

る 

https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/roujinhoken/archive_r4.html
https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/roujinhoken/archive_r4.html
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3 お知らせメッセー

ジ 
様式入力画面の上部に表示する情報 

介護事業所へ当該の申請・届出について事前にお知らせした

い情報を表示できる 

4 申請可否チェック 主に「事前申請が必要」な場合などに実施したことを確認す

るチェックボックスを表示するかの情報。 

申請・届出の前に事前申請や事前相談を求めている場合、介

護事業所の実施有無のチェック欄を、No.3「お知らせメッセ

ージ」とは別に設定することが可能 

5 添付書類フォーマ

ット 
申請するサービス、付表ごとに必要な添付書類の情報。付表

ごとに必要な添付書類を定義でき、添付書類ごとにファイル

の形式、必須・任意のチェック、備考等を設定できる。ファ

イルのアップロードは、1 ファイルの上限が 10MB の制限が

あるため、10MB を超えると想定される提出物がある場合

は、予備の提出枠を設ける対処（※）等が必要 

（※）例えば、「平面図」が 10MB を超えることが想定され

る場合には、「平面図（１）」（提出必須）、「平面図

（２）」（提出任意）」、「平面図（３）」（提出任意）の

ように、提出任意の添付書類を設定する等の対処がとりえま

す。ただし、予備枠を大量に追加されますと、利用者の画面

では添付書類の領域がその分だけ縦長に表示され、非常に使

いにくくなります。サービスごとの添付書類数は、適度な数

をご検討ください。 

 

⚫ 利用開始後のマスタ情報の修正について 

添付書類フォーマット以外のマスタ情報につきましては、受付サブシステムのマスタ編集機能

で変更が可能です。マスタ編集機能についての詳細は「４章マスタ編集について」をご参照く

ださい。 

添付書類フォーマットにつきましては、マスタ情報ファイル「01_電子申請届出システムのご利

用開始に伴う情報提供のご依頼 v***.xlsx」により、変更後のマスタ情報をヘルプデスクへご

提供ください。 

マスタ更新スケジュールは四半期に 1 回となります。所定のタイミング以外で変更する事はで

きません。 
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サービス利用開始後のマスタ情報更新スケジュールについては、【受付サブシステム】の『ヘ

ルプ』画面「ご利用開始後のマスタ修正について」よりご確認ください。 

 

1. ヘッダーメニューより『ヘルプ』画面に遷移してください。 

2. 「ご利用開始後のマスタ修正について.pdf」リンクをクリックしてください。 

 

 

 

  

1 

2 
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(5) 機能一覧  

現在利用できる【受付サブシステム】の機能は以下の通りとなります。 

No. 機能名 機能の説明 

1 ログイン 本システムにログインする機能 

2 申請届出受付手続 介護事業所からの申請・届出情報の受付状況の確認、受付の

実施及び受付結果の入出力等を行う機能 

3 申請届出詳細 申請・届出情報の登録内容を確認でき、台帳連携ファイル

と、申請・届出内容と添付ファイルをダウンロードできる機

能 

4 台帳システムとの連携用ファ

イル出力 

申請・届出内容を事業所台帳管理システムと連携ファイルと

して出力する機能 

5 受付開始登録 受付開始情報の登録及び、台帳連携ファイルと、申請・届出

内容及び添付ファイルをダウンロードできる機能 

6 受付開始詳細 登録した受付開始情報の確認及び、台帳連携ファイルと、申

請・届出内容及び添付ファイルをダウンロードできる機能 

受付開始を取り消す機能 

7 受付結果登録 受付結果の登録及び、台帳連携用ファイルと、申請・届出内

容及び添付ファイルをダウンロードできる機能 

介護事業者向けのコメント及び添削ファイルを添付できる機

能 

8 受付結果詳細 受付結果登録の内容を確認及び、台帳連携用ファイルと、申

請・届出内容及び添付ファイルをダウンロードできる機能 

9 お知らせ 『お知らせ』画面を表示する機能 

10 ヘルプ 『ヘルプ』画面を表示する機能 

11 ご利用条件 本システム利用にあたっての注意・免責事項 

12 ログアウト 本システムからログアウトする機能 

13 パスワードリセット パスワードリセット機能 

14 サービス分類、移譲元マスタ サービス分類、権限移譲に関する情報を編集する機能 

15 お問合せ先マスタ お問合せ先に表示する内容を編集する機能 

16 お知らせ、申請可否チェック

マスタ 

様式入力画面の上部に表示するお知らせ内容の編集及び、お

知らせの下部に表示する「申請にあたり事前相談をしている

か」などのチェックをするかどうかの情報を編集する機能 
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(6) 用語解説  

受付サブシステム内で使用される選択入力ツールについて説明いたします。 

選択入力ツール名 選択入力ツールの説明 

ボタン 

 

クリックするとボタンの機能が実行される 

▼クリックできない場合はグレーに表示 

 

単一選択（ラジオボタン） 

 

選択肢のいずれか 1 つだけを選択可能 

※一度選択を行うと、未選択状態に戻すことはで

きませんのでご注意ください。 

単一選択プルダウン 

 

選択肢のいずれか 1 つだけを選択可能 

複数選択チェックボックス 

 

入力欄に表示されている選択肢が複数選択可能 

 

ファイル選択ボタン 

 

※ブラウザによっては表示が異なる場合があ

ります。 

ファイルを登録する際に使うボタン。 

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、使用中

の PC 内に保存されたファイルを選択できる 

テキスト入力フォーム 

 

テキストを入力可能 
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(7) 使用禁止文字について  

以下に記載する文字(康煕部首や CJK 部首補助など)や機種依存文字については、システムで対

応しておりませんので、入力しないようご注意ください。 
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(8) 接続環境  

受付サブシステムへは、LGWAN・インターネット経由で接続を行うことができます。 

※インターネット経由でのご利用は事前に登録いただいた指定権者に限ります。設定数の都合

により、ある程度必須で必要な指定権者に限り提供させていただいております。 

 

(9) 推奨環境  

⚫ ブラウザ 

Microsoft Edge 最新版（Internet Explorer モードではない） 

Safari 最新版 

Google Chrome 最新版 

 

(10) 仕様環境  

⚫ ブラウザ設定 

当サイトドメインに関するクッキー（Cookie）を継続的に受け入れられること 

JavaScript が動作可能であること 

⚫ ブラウザ使用上の注意 

ブラウザ機能の「戻る」ボタンは使用しないこと 

 

システムに設置している「戻る」ボタンや「メニューへ」ボタンを使用すること 

  

同一ブラウザ上において、申請画面を複数タブで開いたまま操作を行わないこと 

 

(11) 特定のブラウザを利用した場合でのファイル名の文字化けについて  

Safari で半角英数字及び半角記号以外がファイル名に入ったファイルをダウンロードした場合

に文字化けしますのでご注意ください。 
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(12) 介護事業所がアップロードするファイルの無害化処理について  

本システムではセキュリティ対策の観点から、介護事業所がアップロードするファイルに対し

て危険な要素を除去して再構築する無害化処理を行います。【受付サブシステム】でダウンロ

ードできるファイルは、無害化処理をしたうえでアップロードされたファイルとなります。 

なお、無害化処理を行うためにファイルのアップロード完了まで時間がかかる場合がありま

す。無害化対象ファイル及び、注意点・留意点は以下の通りです。 

※以下の表には本システムで使用しないファイルも含みます。ご了承ください。 

ファイル形式 主な注意点・留意点 

PDF PDF ハイパーリンク、埋め込みスクリプトを除去する 

Microsoft 

Excel 

Excel(xlsx) セルのコメントを除去する 

Excel(xlsm) マクロを除去する 

Excel(xls) 
記入内容によってはファイル破損の可能性あり 

※xlsx 形式のファイルを推奨 

Microsoft 

Word 

Word(docx) 
ビデオリンク、ハイパーリンク、ActiveX コントロールを除去

する 

Word(docm) 
マクロ、ビデオリンク、ハイパーリンク、Active コントール

を除去する 

Word(doc) 
記入内容によってはファイル破損の可能性あり 

※docx 形式のファイルを推奨 

Microsoft 

PowerPoint 

PowerPoint 

(ppt,pptx) 

ビデオリンク、ハイパーリンク、メディアクリップリンクを

除去する 

PowerPoint 

pptm 

マクロ、ビデオリンク、ハイパーリンク、メディアクリップ

リンクを除去する 

gif gif 撮影日時などの付帯情報(メタ情報)を除去する 

jpg jpg 撮影日時などの付帯情報(メタ情報)を除去する 

zip zip 

Zip 等の圧縮した形でアップロードした場合、無害化処理結果

を記した「result.txt」というテキストファイルを zip ファ

イル内に生成する 

! 全ファイル形式でパスワード付きファイルはアップロードすることができません。 

! Office 互換ソフトで作成したファイルはアップロードに失敗する場合がございます。 
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(13) Zip ファイルの解凍方法について  

本システム内で Zip ファイルをダウンロードする機能がございます。 

Zip で圧縮されたファイルは、Windows の標準機能によって解凍することが可能です。 

なお、Windows の画面では、「解凍」のことを「展開」と表示しています。 

1. カーソルを Zip ファイルに合わせてマウスの右ボタンをクリックしてください。 

2. 表示されたメニューより「すべて展開…」を選択して、展開ウィザードのウィンドウを開

きます。 

3. ファイルを展開する場所を指定してください。また、解凍されたファイルをすぐに確認す

る場合、「完了時に展開された～～」にチェックをつけて「展開」ボタンを押してくださ

い。 

4. これで Zip ファイルの解凍作業は完了です。 

! 「Lhaplus」等の解凍ソフトを使用した場合、文字化けする可能性がございます。 
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2章  基本的な操作 

2.1. ログインする  

【受付サブシステム】の『ログイン』画面で、「ID」と「パスワード」を入力して「ログイ

ン」ボタンをクリックします。ログインに成功すると、『メニュー』画面が表示されます。 

URL：https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/ 

 

インターネット経由利用（※）の方は下記 URL からログインしてください。 

URL：https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/uketsuke/ 

※インターネット経由でのご利用は事前に登録いただいた指定権者に限ります。設定数の都合

により、ある程度必須で必要な指定権者に限り提供させていただいております。 

 

! ID・パスワードについては、サービス利用開始予定日前に配布されます。 

  

  

https://www.kaigokensaku.mhlw.hq.admix.go.jp/uketsuke/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/uketsuke/
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2.2. メニュー画面について  

ログインに成功すると、受付サブシステムのトップ画面である『メニュー』画面を表示しま

す。右上に全画面共通で表示されるヘッダーメニューが表示されます。 

「申請届出受付手続」が青色のリンクで表示され、クリックすることで『申請届出受付手続』

画面に遷移します。 

 

  

ヘッダーメニュー 

No. リンク名 リンククリック時の動作 

1 お知らせ クリックすると『お知らせ』画面を表示する 

資料等保管ページの URL を掲載 

2 ヘルプ クリックすると『ヘルプ』画面を表示する 

操作マニュアル、マスタ修正について掲載 

3 ご利用条件 クリックすると本ウェブサイトの『ご利用条件』画面を表示

する 

4 ログアウト クリックすると受付サブシステムからログアウトする 

なお、複数の ID を使い分けている場合には、ログアウトし

てログイン画面から別の ID を入力してください 

 

メニュー 

No. リンク名 リンククリック時の動作 

1 申請届出受付手続 クリックすると『申請届出受付手続』画面を表示する 

介護事業所からの申請・届出情報の受付状況の確認、受付の

実施及び受付結果の入出力等が行える 

また、外部システムの事業所台帳管理システムとの台帳連携

用ファイルのダウンロードが行える 

1 

2 
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2 サービス分類、移譲元マスタ クリックすると『サービス分類、権限移譲マスタ』画面を表

示する 

3 お問合せ先マスタ クリックすると『お問合せ先マスタ』画面を表示する 

4 お知らせ、申請可否チェック

マスタ 

クリックすると『お知らせ、申請可否チェックマスタ』画面

を表示する 
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2.3. 申請・届出情報を検索する  

(1) 申請・届出情報の検索と表示について  

『申請届出受付手続』画面に遷移すると、「申請届出一覧」に介護事業所からの申請・届出情

報の一覧が表示されます。検索条件を入力・選択して「検索する」ボタンをクリックすると検

索条件に該当する申請・届出情報が「申請届出一覧」に表示されます。 

初期表示では、「申請届出日時」の昇順に表示されます。表示件数、表示順の並べ替えが可能

です。 

「申請届出ステータス」により「申請届出一覧」に表示されるボタンの形式が異なります。 

 

「台帳連携用ファイル一括ダウンロード」ボタンにつきましては、「5.4.事業所台帳管理シス

テムとの連携」の「(1) JSON 方式」をご参照ください。 

 

  

「検索する」ボタンをクリ

ックすることで申請・届出

が表示されます。 

表示件数、表示順の並べ替えがで

きます 

申請届出ステータスにより、表示さ

れるボタンの形式が変わります 
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(2) 申請届出ステータスについて  

各申請・届出情報の状況を表す申請届出ステータスがあります。この申請届出ステータスによ

って行えることが異なります。申請届出ステータスの一覧は以下となります。 

No. 申請届出ステータス 申請届出ステータスの説明 

1 申請(届出)済、未受付 介護事業所が申請・届出情報を提出した状態 

介護事業所側で申請・届出情報の「取下げ」が可能である 

2 取下げ済 介護事業所が「取下げ」を行った状態 

介護事業所側は「再開」を行うことが可能 

※介護事業所が「取下げ」を行った場合、その旨をお知らせ

するメールが指定権者に届く（次ページ参照） 

※介護事業者が取下げを行った場合、履歴が表示される(P20
参照) 

3 受付中 指定権者が「開始登録」を行った状態 

申請・届出情報の所有権が指定権者になり、介護事業所側で

申請・届出情報の「取下げ」が不可能となる 

※お知らせメール送付なし 

4 受付済 指定権者が「受付結果入力」画面で「受付結果」を「受付

済」とした状態 

提出された申請・届出情報について問題がないと判断され、

一連の処理が終えた状態である 

※指定権者が「結果登録（受付済）」を行った場合、その旨

をお知らせするメールが介護事業所に届く（P37 参照） 

5 差戻し 指定権者が「受付結果入力」画面で「受付結果」を「差戻

し」とした状態 

提出された申請・届出情報の内容に不備等があり、介護事業

所へ再提出を促した状態 

介護事業所側は「再申請」を行うことが可能 

※介護事業者が再申請を行った場合、履歴が表示される(P20
参照) 

※指定権者が「結果登録（差戻し）」を行った場合、その旨

をお知らせするメールが介護事業所に届く（P37 参照） 

6 却下 指定権者が「受付結果入力」画面で「受付結果」を「却下」

とした状態 

提出された申請・届出について提出を受け付けなかった状態

で、介護事業所側は「再申請」が不可能である 

※指定権者が「結果登録（却下）」を行った場合、その旨を

お知らせするメールが介護事業所に届く（P37 参照） 
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！ 介護事業所より、申請先を誤った申請・届出が提出された場合は、「却下」として結果登

録を行ってください。 

! 介護事業所が「取下げ」を行った場合に、指定権者にその旨をお知らせするメールがアカ

ウントに紐づくメールアドレスに届きます。お知らせメールの内容は以下の通りです。お

使いのメールソフトによって表示は異なります。 
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(3) ステータスとボタンの活性・非活性について  

①  「申請(届出)済、未受付」ステータス 

介護事業所の入力が完了して、指定権者の受付前の状態となります。「申請(届出)済、未受

付」の場合は「開始登録」ボタンが活性で表示され、「開始詳細」ボタン、「結果登録」ボタ

ン、「結果詳細」ボタンは非活性で表示されます。 

 

 

②  「取下げ済」ステータス 

介護事業所で「取下げ」した状態となります。「取下げ済」の場合は「開始登録」ボタン、

「開始詳細」ボタン、「結果登録」ボタン、「結果詳細」ボタンは非活性で表示されます。 

 

 

③  「受付中」ステータス 

指定権者で「開始登録」を行った状態で、受付結果の入力待ちの状態となります。「受付中」

の場合は「開始詳細」ボタン及び「結果登録」ボタンが活性で表示され、「開始登録」ボタン

及び「結果詳細」ボタンは非活性で表示されます。 

 

 

④  「受付済」ステータス 

結果登録において、受付結果を「受付済」で登録とした状態となります。「受付済」の場合は

「開始詳細」ボタン及び「結果詳細」ボタンが活性で表示され、「開始登録」ボタン及び「結

果登録」ボタンは非活性で表示されます。 
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⑤  「差戻し」ステータス 

結果登録において、受付結果を「差戻し」で登録した状態となります。「差戻し」の場合は

「開始詳細」ボタン及び「結果詳細」ボタンが活性で表示され、「開始登録」ボタン及び「結

果登録」ボタンは非活性で表示されます。 

 

 

⑥  「却下」ステータス 

結果登録において、受付結果を「却下」で登録した状態となります。「却下」の場合は「開始

詳細」ボタン及び「結果詳細」ボタンが活性で表示され、「開始登録」ボタン及び「結果登

録」ボタンは非活性で表示されます。 

 

 

⑦  「履歴」がある場合 

介護事業所が「差戻し」または「取下げ」された申請・届出情報の再申請、再開を行った場合

は「履歴」ボタンが表示されます。 

 

「履歴」ボタンをクリックすると過去の申請・届出が表示されます。 

 

 

  

過去の申請・届出が表示され

ます。 
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2.4. 申請・届出内容を確認する  

『申請届出受付手続』画面の申請届出一覧の「申請届出詳細」ボタンをクリックすると該当す

る『申請(届出)詳細』画面が別ウィンドウで表示され、申請・届出内容の確認ができます。 

「履歴」がある申請・届出については、それぞれの申請・届出時の内容が表示されます。 
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2.5. 『申請(届出)詳細』画面を確認する  

『申請(届出)詳細』画面では介護事業所が提出した申請・届出情報の内容が表示され、確認を

行ことができます。また、「台帳連携用ファイル」、「申請・届出情報の内容」及び「添付フ

ァイル」をダウンロードすることができます。 

「台帳連携用ファイルダウンロード」ボタンをクリックすることで、「台帳連携用ファイル」

をダウンロードすることができます。「介護予防支援委託の届出」、「加算に関する届出」、

「他法制度に基づく申請届出」につきましては、台帳連携用ファイルは出力対象外となりま

す。（詳細は P68 をご参照ください。） 

「申請(届出)内容ダウンロード」ボタンをクリックすることで、Excel ファイルの「申請内

容」及び「添付ファイル」をダウンロードできます。 

! 「申請(届出)内容ダウンロード」ボタンは申請届出メニューから「介護予防支援委託の届

出」、「加算に関する届出」、「他法制度に基づく申請届出」を選択かつ、「添付ファイ

ルアップロード」画面で添付ファイルをアップロードしていない場合は「申請(届出)内容

ダウンロード」ボタンが非活性となり、Excel ファイルの「申請内容」及び「添付ファイ

ル」をダウンロードできません。 
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同一の申請届出番号で履歴がある場合、履歴のうちで最新の『申請(届出)詳細』画面では過去

の申請・届出からの変更点が青色のハイライトで表示され、一つ前の入力内容がツールチップ

で表示されます。 
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3章  申請・届出情報の受付について 

3.1. 申請・届出情報の受付について  

受付サブシステムの受付機能についてご説明いたします。 

■申請・届出情報の受付までの流れ 

1. 介護事業所が申請・届出を行うと申請・届出データが提出された旨のお知らせが、アカウ

ントに紐づく指定権者のメールアドレスに届く。（P25 参照） 

2. 【受付サブシステム】にログインする。（P13 参照） 

3. 『申請届出受付手続』画面で受付を行う申請届出を検索・選択する。（P16 参照） 

4. 「受付開始登録」を行う。（P27 参照） 

5. 「受付結果登録」を行う。（P32 参照） 

6. 「受付結果登録」を行うと申請・届出を行った介護事業者に受付結果をお知らせするメー

ルが送信される。（P37 参照） 

! 受付結果が「差戻し」の場合は、介護事業所が再申請を行う場合がございます。再申請が

行われたら、改めて上記の手順を行います。 

本マニュアルでは上記の手順について、イメージ画像を用いて説明します。 

3.2. 受付手続きを行うにあたってのご注意事項  

(1) 受付結果登録について  

【受付サブシステム】では一度、「受付結果登録」まで完了すると取消しを行うことができま

せん。「受付結果登録」を行う場合は、受付結果をお間違いないようご注意ください。 

! システム上の受付結果については法的な効力はありません。結果通知書については別途送

付が必要となり、結果通知書をもって法的な効力が発生します。 

 

(2) 添付できるファイル容量について  

受付結果登録の際に、ファイルをアップロードすることができます。添付できるファイルの容

量は 1 ファイルあたり 10MB までとなります。10MB を超えるものはアップロードできませんの

で、ご注意ください。  
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3.3. 受付までの流れ  

(1) メールアドレスに申請・届出データ提出のお知らせが届く  

介護事業所から申請・届出データ提出があったことをお知らせするメールがアカウントに紐づ

くメールアドレスに届きます。お知らせメールの内容は以下の通りです。お使いのメールソフ

トによって表示は異なります。メール文中の URL をクリックすると【受付サブシステム】の

『ログイン』画面が表示されます。 

 

※インターネット経由でのご利用は事前に登録いただいた指定権者に限ります。設定数の都合

により、ある程度必須で必要な指定権者に限り提供させていただいております。 
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(2) 【受付サブシステム】にログインする  

『ログイン』画面では ID、パスワードを入力して【受付サブシステム】にログインします。 

 

 

(3) 『申請届出受付手続』画面を開く  

『メニュー』画面で「申請届出受付手続」リンクをクリックします。 
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(4) 任意の申請・届出情報の「開始登録」ボタンをクリックする  

『申請届出受付手続』画面に遷移した際に、申請・届出が 1 件以上ある場合は「申請届出一

覧」に申請・届出情報が表示されます。「申請届出一覧」で受付したい申請・届出情報を絞り

込みたい場合は、「申請届出を検索する」で任意の申請・届出情報を検索できます。受付を行

いたい申請・届出情報の「開始登録」ボタンをクリックして、『受付開始登録』画面に遷移し

ます。 
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(5) 受付開始情報を登録する  

『受付開始登録』画面では申請・届出情報の受付開始登録を行うことができます。 

「台帳連携用ファイルダウンロード」ボタンをクリックすると台帳連携用のファイルがダウン

ロードできます（詳細は P68 をご参照ください。）。 

「申請(届出)内容ダウンロード」ボタンをクリックすると介護事業所が入力した内容から様

式・および付表が Excel ファイルとして生成され、出力されます。また、介護事業所がアップ

ロードした添付ファイルもまとめて出力されます。 

「申請(届出)詳細」ボタンをクリックすると『申請(届出)詳細』画面が別ウィンドウで表示さ

れます（詳細は P22 をご参照ください。）。 

「受付開始登録日」及び「受付開始登録者」は必須項目です。「コメント」には、受付開始時

の内部用のメモ(担当者間の共有事項)等を残すことができます。「コメント」の内容は、介護

事業所には表示されません。 

必要な項目に入力して「受付開始登録」ボタンをクリックします。 
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「受付開始登録」を行うと画面が再読み込みされます。画面上部のステータスが「受付中」と

なり、「受付開始登録」ボタンが非活性となります。「戻る」ボタンをクリックして『申請届

出受付手続』画面に遷移します。 
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(6) 開始詳細を確認する  

「受付開始登録」を行った後に『申請届出受付手続』画面に遷移すると、受付開始登録を行っ

た申請届出情報の「開始登録」ボタン及び「結果詳細」ボタンが非活性、「開始詳細」ボタン

及び「結果登録」ボタンが活性して表示されます。「開始詳細」ボタンをクリックすると『受

付開始詳細』画面に遷移します。「結果登録」ボタンをクリックすると『受付結果入力』画面

に遷移します。(『受付結果入力』画面については P32 をご参照ください) 
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『受付開始詳細』画面では、受付開始登録の内容が確認できます。 

「台帳連携用ファイルダウンロード」ボタンをクリックすると台帳連携用のファイルがダウン

ロードできます（詳細は P68 をご参照ください。）。 

「申請(届出)内容ダウンロード」ボタンをクリックすると介護事業所が入力した内容から様

式・および付表が Excel ファイルとして生成され、出力されます。また、介護事業所がアップ

ロードした添付ファイルもまとめて出力されます。 

「申請(届出)詳細」ボタンをクリックすると『申請(届出)詳細』画面が別ウィンドウで表示さ

れます。 

 

また、「受付開始取消」を行うことで受付開始の取消を行うことができます。「受付開始取

消」の詳細については P40 をご参照ください。「受付結果登録へ」ボタンをクリックすると、

『受付結果入力』画面に遷移します。 
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(7) 結果登録を行う  

『受付結果入力』画面では受付開始登録した申請・届出情報の結果登録を行うことができま

す。「受付結果取込」、「受付結果(全体)」、「添削ファイル」の各項目に入力・選択をしま

す。「一時保存」ボタンをクリックすると入力内容を保存します。「受付結果登録日」、「受

付結果」、「受付結果登録者」は必須項目です。「受付結果」で「受付済」を選択した場合

は、「受付結果取込」の「事業所番号」及び「指定年月日」又は「異動年月日」、「指定有効

期間満了日」も入力必須となります。必要な項目を入力して、「確認」ボタンをクリックしま

す。 

! 一度、登録した結果登録は修正できません。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  登録した結果登録は修正でき

ません。ご注意ください。 
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⚫ 「受付結果取込」の入力 

受付結果取込の「指定年月日」又は「異動年月日」「指定有効期間満了日」は、介護事業所か

らの申請・届出内容の日付が表示されます。審査・決裁時の「指定年月日」等が異なる場合に

は日付を修正してください。 

また、事業所台帳管理システムで出力した受付結果（連携ファイル）を取り込んで登録するこ

とも可能です。「ファイルを選択」ボタンから、アップロードするファイルを選択し、「事業

所台帳結果取込」ボタンをクリックすることで、アップロードしたファイルの内容が「事業所

番号」「指定年月日」「異動年月日」「指定有効期間満了日」に表示されます。 

! 受付結果登録をした後に「事業所番号」「指定年月日」及び「異動年月日」、「指定有効

期間満了日」の変更はできませんので、「受付結果(全体)」と同時に入力して、結果登録

を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 「受付結果(全体)」の入力・選択項目の用途等 

 

 

※「ファイルを選択」ボタンは利用するブラウザによって、表示が異なる場合がございます。 

ファイル選択後にクリック 

必須入力 

適宜修正 

事業所台帳管理システムから出力

した JSON ファイルを選択 

 1 

 

 

2 

3 
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入力項目と選択項目は以下の通りです。 

No 項目名 用途や記入例 

1 受付結果登録日 受付結果の登録日を入力できる項目 

2 受付結果 「受付済」「差戻し」「却下」から受付結果を選択できる

項目 

介護事業所が画面上で確認できる 

 

【選択肢について】 

受付済 → 申請・届出内容に問題がない場合に選択 

差戻し → 不備等があり、介護事業所に再提出して 

ほしい場合に選択 

却下  → 受付済にできず、再提出の必要もない 

場合に選択 

却下にした申請・届出は、再提出できず、 

申請・届出が必要な場合は一から 

介護事業所が作成する必要がある 

3 受付結果登録者 担当者の名前を入力できる項目 

介護事業所が画面上で確認できる 

4 事業者に通知するコメ

ント 

介護事業所へのコメントを入力できる項目 

入力した内容は介護事業所が画面上で確認できる 

(1000 文字まで入力可能) 

例)必要な書類が不足しています。等 

5 履歴参照ボタン 指定権者内部用の引継ぎ用等のコメントの履歴を確認でき

る項目 

介護事業所が画面上で操作不可 

 

【履歴の表示について】 

申請届出番号に紐づく履歴に「差戻し」があり、指定権者

内部用の引継ぎ用等のコメントがある場合は、「履歴参

照」ボタンを表示します 

「履歴参照」ボタンをクリックすると、「履歴参照」ボタ

ンの下に指定権者内部用の引継ぎ用等のコメントの履歴を

表示します 

指定権者内部用の引継ぎ用等のコメントの履歴が表示され

ている状態で「履歴参照」ボタンをクリックすると、履歴

を非表示にします 

6 指定権者内部用の引継

ぎ用等のコメント 

(事業者には非公表・

非通知) 

担当者間で情報共有や引継ぎなどを行うコメントを入力で

きる項目 

入力した内容は介護事業所が画面上で確認不可 

例)必要書類の添付がなかった為に差戻しにしています。等 
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7 アップロードファイル 

(添削ファイル) 

介護事業所に向けて、添削ファイルのスキャンデータ等を

アップロードできる項目 

介護事業所が画面上からダウンロードして確認できる 

8 コメント 

(添削ファイル) 

添付した添削ファイルのスキャンデータ等についてコメン

トを入力できる項目 

介護事業所が画面上で確認できる 

(255 文字まで入力可能) 

例)添削ファイルをご覧ください。等 

! 介護事業所より、申請先を誤った申請・届出が提出された場合は、「却下」として結果登

録を行ってください。 

! 一度、登録した結果登録は修正できません。もう一度内容を確認のうえ、「確認」ボタン

をクリックします。

 

 

 

確認ボタンで確定しますので、 

クリックする前に入力内容を確

認します 

必須項目に未入力の箇所がある

場合はエラーとなります 

日付が正しいか、再度確認します 

受付結果の内容は正し

いか 
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「確認」ボタンをクリックして、「結果登録」を行うと画面が再読み込みされて、介護事業所

に結果登録を通知するメールが送信されます。画面上部のステータスが「受付結果」で選択し

た「受付済」、「差戻し」、「却下」のいずれかとなり、「確認」ボタン「一時保存」ボタン

が非活性になります。「戻る」ボタンをクリックして『申請届出受付手続』画面に遷移しま

す。 
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! 「受付済」、「差戻し」、「却下」で結果登録を行った際、介護事業所へ受付結果の内容

をお知らせするメールが送付されます。お知らせメールの内容は以下の通りです。お使い

のメールソフトによって表示は異なります。 

 

! システム上の受付結果については法的な効力はありません。結果通知書については別途送

付が必要となり、結果通知書をもって法的な効力が発生します 

  

受付結果に応じた内容が表示されます。 
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(8) 結果詳細を確認する  

「受付結果登録」を行った後に『申請届出受付手続』画面に遷移すると、「結果登録」ボタン

が非活性、「結果詳細」ボタンが活性して表示されます。「結果詳細」ボタンをクリックする

と『受付結果詳細』画面に遷移します。 

 

「申請(届出)詳細」ボタンをクリックすると『申請(届出)詳細』画面が別ウィンドウで表示さ

れます。 
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『結果詳細』画面では、受付結果登録の内容が確認できます。 

「台帳連携用ファイルダウンロード」ボタンをクリックすると台帳連携用のファイルがダウン

ロードできます（詳細は P68 をご参照ください）。 

「申請(届出)内容ダウンロード」ボタンをクリックすると介護事業所が入力した内容から様

式・および付表が Excel ファイルとして生成され、出力されます。また、介護事業所がアップ

ロードした添付ファイルもまとめて出力されます。 

「添削ファイル」領域の「アップロードファイル」リンクをクリックすると、添削ファイルが

ダウンロードできます。 

! 「添削ファイル」領域は添削ファイルがアップロードされている場合のみ表示されます。 
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3.4. 「受付開始取消」について  

申請届出ステータスが「受付中」の場合、「受付開始取消」を行えます。 

『申請届出受付手続』画面で「開始詳細」ボタンをクリックして、『受付開始詳細』画面に遷

移します。 
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『受付開始詳細』画面で、「受付開始取消」ボタンをクリックします。 

 

 

確認ポップアップが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。 
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確認ポップアップの「OK」ボタンをクリックすると、「受付開始取消」が完了します。画面上

部のステータス が「申請(届出)済、未受付」になります。「受付開始登録」ボタン「受付開始

取消」ボタンが非活性となります。また、「コメント」と「受付開始登録者」に入力していた

内容は削除されます。「受付開始登録日」の内容は削除されません。 
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「受付結果登録」で「一時保存」した状態の申請・届出情報を「受付開始取消」する場合は、 

受付結果画面の「受付結果(全体)」、「申請内容の各コメント」、「添削ファイル」の情報は

削除されます。 
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3.5. アカウントの管理について (パスワードを忘れた場合 ) 

(1) パスワード再発行の概要  

受付サブシステムにログインするアカウントは、事前にご依頼頂いたアカウント数が発行され

ます。発行されたアカウントの管理は原則、指定権者で行って頂きます。 

パスワードを忘れてしまった場合、パスワード再発行のメールを受け取りパスワードの再設定

を行うことができます。パスワード再発行メールは、アカウント(ID)に紐づくメールアドレス

に送信されます。1 つの指定権者ごとに登録できるメールアドレスは 1 つとなっておりますの

で、複数のアカウントが存在する場合でも全てのアカウントに紐づくメールアドレスは共通と

なりますのでご注意ください。操作方法は以下の通りです。 

 

(2) パスワード再発行画面を開く  

ログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」リンクをクリックします。 
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(3) 必要事項を入力  

『パスワード再発行』画面で「ID」、「指定権者名」、「申請者部署名」、「申請者氏名」を

設定し、「パスワード再発行」ボタンをクリックします。 

 

 

(4) パスワード再発行メールの送信  

申請が完了するとパスワード再発行完了画面に遷移します。アカウントに紐づくメールアドレ

スにメールが送信されます。 
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(5) パスワード再発行メールを確認  

受信したメールに記載されているリンクをクリックします。パスワード設定画面が表示されま

す。 

 

 

(6) パスワード再設定  

新しいパスワードを入力し「この内容で登録する」ボタンをクリックします。 

※リンクの有効期限は 10 分間です。有効期限が切れている場合は再度申請から操作を行ってく

ださい。 
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(7) パスワード再発行の完了  

パスワードの変更が完了します。 
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4章  マスタ編集について 

4.1. マスタ編集について  

指定権者が指定するマスタ情報については、本システムの利用開始前の情報提供にて初期値を

設定しておりますが、利用開始後にマスタ情報を修正することが可能です。 

マスタ編集機能は、介護事業所が利用する【申請届出サブシステム】の一部の画面において表

示するメッセージや項目等を受付サブシステム上から編集する機能です。 

以下 3 つのマスタについて編集が可能です。 

■マスタ編集メニュー 

1. サービス分類、移譲元マスタ 

サービス分類、権限移譲に関する情報を編集する機能 

2. お問合わせ先マスタ 

お問い合せ先に表示する内容を編集する機能 

3. お知らせ、申請可否チェックマスタ 

様式入力画面の上部に表示するお知らせ内容の編集及び、お知らせの下部に表示する「申

請にあたり事前相談をしているか」などのチェックをするかどうかの情報を編集する機能 

! マスタ編集メニューの設定内容は即時反映されます 

 

! 添付書類フォーマットは編集できませんのでご注意ください。 

! 添付書類フォーマットの修正は P4 を参照してください。 
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4.2. サービス分類、移譲元マスタの編集について  

(1) 機能概要  

サービス分類及び、権限移譲に関するマスタを編集します。 

介護事業所がお問合せ先や申請先を選択する際、サービス分類ごとに表示されるプルダウンリ

ストから申請先を選択します。「サービス分類、移譲元マスタ」では、サービス分類ごとのプ

ルダウンリストに申請先として表示するか否か、また権限移譲の表示の有無、および移譲元の

設定を行います。 

 

申請届出サブシステム 

 

サービス分類ごとに設定 

「表示する」を設定すると、

プルダウンに表示されます 

権限移譲「有」の場合は移譲

元の表示も設定可能です 

△△△ 

○○県 

○○市 

○○市 

○○市 

○○○ 

○○町 

○○町 

○○村 

△△△ 

1.サービス分類、移譲元マスタ 編集画面 

事業所側 申請先選択画面 

 
反映 
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保存ボタンをクリックすると入力内容を保存します。 

! 設定内容は即時反映されます。 

プレビューボタンをクリックすると別タブでプレビュー画面を開きます。 

プレビュー画面は保存をしていない状態でも入力内容が反映されますので、保存前の確認にご

利用いただけます。 

! プレビューボタンのクリックでは入力内容は保存されませんのでご注意ください。 

戻るボタンをクリックすると受付サブシステムのメニュー画面へ遷移します。 

! 未保存の場合は、編集内容が破棄されますのでご注意ください。 

 

「申請先」にはログインしているアカウント情報から指定権者情報（自治体名等）を表示しま

す。 

! 「お問合せ先マスタ」および「お知らせ、申請可否チェックマスタ」の設定内容

は、「サービス分類、移譲元マスタ」にて画面表示「表示する」として設定したサ

ービス分類にのみ反映されます 
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(2) 編集を行う  

①  サービス分類 

サービス分類は以下の 4 つから選択できます。各サービス分類に含まれる事業所等の種類

は「5.1. 各サービス分類に含まれる事業所等の種類」をご参照ください。 

⚫ 居宅施設 

⚫ 地域密着型 

⚫ 基準該当 

⚫ 総合事業 

 

②  権限移譲の有無、移譲元 

他の指定権者から権限移譲を受けている場合は、権限移譲の有無で『有』を選択し、合わ

せて移譲元も選択します。 

権限移譲を受けていない場合は、権限移譲の有無で『無』を選択します。 

権限移譲の有無で『無』を選択した場合、移譲元は自動的に『なし』が選択された上で非

活性となります。 

 

③  画面表示 

『表示する』を選択した場合、申請先を選択するプルダウンに選択肢として表示されま

す。 

※ 受付を行うサービス分類は『表示する』を選択します。 

『表示しない』を選択した場合、登録は行いますが申請先には表示されません。 

※ 受付を行わないサービス分類は『表示しない』を選択します。 

これらの選択は、プレビュー画面にも反映されます。 
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! 受付を行うサービス分類を新たに追加する場合は、あらかじめ添付書類マスタを適

用しておく必要があります。『表示しない』から『表示する』へ変更する場合はヘ

ルプデスクまでご連絡ください。 

! 受付を行わないサービス分類について『表示する』から『表示しない』へ変更する

際、提出済みの申請・届出がある場合は、あらかじめ「却下」の結果登録を行った

うえで、設定を変更してください。 

 

④  行削除 

行削除ボタンをクリックすると確認ポップアップが表示されます。 

「OK」ボタンをクリックするとその行が削除されます。 

 

 

画面からは消えますが、ほかの項目と同様に保存ボタンをクリックするまでは保存されま

せん。 

申請先が 1 行の場合は削除ができません。 

⑤  行追加 

行追加ボタンをクリックすると新規の行が追加されます。 
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(3) プレビューを見る  

サービス分類、移譲元マスタのプレビュー画面では、新規指定申請の申請先選択画面を再現し

ています。 

サービス分類、移譲元マスタを編集した際に入力した内容が、新規指定申請の申請先選択画面

でどのように表示されるかをご確認いただけます。 

サービス分類選択の選択によって申請先の選択肢が切り替わります。 

切り替わった選択肢が意図したものになっているかご確認ください。 

プレビューを閉じるボタンをクリックするとプレビューを開いているタブが閉じます。 

 

(4) 保存を行う  

サービス分類、移譲元マスタ画面で保存ボタンをクリックします。 

確認ポップアップが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。 
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4.3. お問合せ先マスタについて  

(1) 機能概要  

介護事業所が利用する【申請届出サブシステム】の「お問合せ先」に関するマスタを編集しま

す。 

 

申請届出サブシステム 

 

 

保存ボタンをクリックすると入力内容を保存します。 

保存ボタンをクリックするまで入力内容は保存されません。 

!  設定内容は即時反映されます 

プレビューボタンをクリックすると別タブでプレビュー画面を開きます。 

△△△●●●● 

●●●● 

サービス分類ごとに設定 
 

反映 

事業所側 お問合せ先画面

面 

2.お問合せ先マスタ 編集画面 

△△△ 
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プレビュー画面は保存をしていない状態でも入力内容が反映されますので、保存前の確認にご

利用いただけます。 

戻るボタンをクリックすると、受付サブシステムのメニュー画面へ遷移します。 

! 未保存の場合は、編集内容が破棄されますのでご注意ください。 
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(2) 編集を行う  

申請先のあるサービス分類のみ入力してください。 

お問合せ先を設定できるのは、各サービス 1 つです。 

 

! 「サービス分類、移譲元マスタ」にて画面表示を「表示しない」設定としたサービ

ス分類につきましては、問い合わせ先マスタを設定しても反映されません。 

  



操作マニュアル：指定権者向け 

操作マニュアル 

- 57 - 

(3) プレビューを見る  

お問合せ先マスタのプレビュー画面では、お問合せ先画面を再現しています。 

お問合せ先マスタを編集した際に入力した内容が、お問合せ先画面でどのように表示されるか

をご確認いただけます。 

確認方法については、サービス分類選択を選択し選択するボタンをクリックすることによって

選択するボタンの下部にお問合せ先が表示されます。 

表示されたお問合せ先が意図したものになっているかご確認ください。 

プレビューを閉じるボタンをクリックするとプレビューを開いているタブが閉じます。 
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(4) 保存を行う  

お問合せ先マスタ画面で保存ボタンをクリックします。 

確認ポップアップが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。 
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4.4. お知らせ、申請可否チェックマスタについて  

(1) 機能概要  

介護事業所が利用する【申請届出サブシステム】の様式入力画面の上部に表示するお知らせ内

容及び、お知らせの下部に表示する申請可否チェックに関するマスタを編集します。 

 

 

申請届出サブシステム 

 

受付を行う様式ごとに設定します。 

 

 

 

 

様式ごとに設定した内容

が反映します 

事業所側 様式入力画面

面 

 
反映 

3.お知らせ、申請可否チェックマスタ 編集画面 
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保存ボタンをクリックすると入力内容を保存します。 

! 設定内容は即時反映されます。 

プレビューボタンをクリックすると各サービス分類・様式毎に別タブでプレビュー画面を開き

ます。 

プレビュー画面は保存をしていない状態でも入力内容が反映されますので、保存前の確認にご

利用いただけます。 

! プレビューボタンのクリックでは編集内容は保存されませんのでご注意ください。 

戻るボタンをクリックすると、受付サブシステムのメニュー画面へ遷移します。 

! 未保存の場合は、編集内容が破棄されますのでご注意ください。 

 

(2) 編集を行う  

お知らせについては、介護事業所へ当該指定申請について事前に知らせたい事項がございまし

たら、ご入力ください。 

申請可否チェックについては、申請届出の前に事前申請や事前相談を求めている場合、介護事

業所の実施有無のチェック欄を別に設定することが可能です。 

申請可否チェックで非表示を選択している場合、申請可否テキストに入力があっても表示され

ません。 

初回編集時は、入力を簡易にするため以下の初期値をプリセットします。 

⚫ お知らせ 

画面の項目に入力し、案内に沿って申請をお願いします。 

※本格運用を開始していない自治体もありますので、事前に申請先自治体に確認をお願

いいたします。 

⚫ 申請可否テキスト 

事前相談を実施している。 

 

 

初回以降は、編集した内容を表示します。 
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! お知らせを表示する必要がない場合は空欄にしてください。 

! 「サービス分類、移譲元マスタ」にて画面表示を「表示しない」設定としたサービ

ス分類につきましては、お知らせ、申請可否チェックマスタを設定しても反映され

ません。 

 

(3) プレビューを見る  

お知らせ、申請可否チェックマスタのプレビュー画面では、申請・届出名に応じた様式入力画

面を再現しています。 

お知らせ、申請可否チェックマスタを編集した際に入力した内容が、様式入力画面でどのよう

に表示されるかをご確認いただけます。 

表示されたお知らせ及び、申請可否チェックの有無、申請可否テキストが意図したものになっ

ているかご確認ください。 

波線以降は本来、様式入力項目が表示されますが、本マスタとは関連がないためプレビュー画

面では省略表示をしております。 

プレビューを閉じるボタンをクリックするとプレビューを開いているタブが閉じます。 
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(4) 保存を行う  

お知らせ、申請可否チェックマスタ画面で保存ボタンをクリックします。 

確認ポップアップが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。 
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5章  その他 

5.1. 各サービス分類に含まれる事業所等の種類  

本システムで選択可能な「サービス分類」は「居宅施設」、「地域密着型」、「基準該当」、

「総合事業」となります。各サービス分類に含まれる事業所等の種類は以下の通りです。 

⚫ 居宅施設（様式第一号） 

指
定
（
許
可
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類 

事業等の種類 様 式 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 付表第一号（一） 

訪問入浴介護 付表第一号（二） 

訪問看護 付表第一号（三） 

訪問リハビリテーション 付表第一号（四） 

居宅療養管理指導 付表第一号（五） 

通所介護 付表第一号（六） 

通所リハビリテーション 付表第一号（七） 

短期入所生活介護 付表第一号（八）

（九）（十） 

短期入所療養介護 付表第一号（十一） 

特定施設入居者生活介護 付表第一号（十二） 

福祉用具貸与 付表第一号（十三） 

特定福祉用具販売 付表第一号（十四） 

施
設 

介護老人福祉施設 付表第一号（十五） 

介護老人保健施設 付表第一号（十六） 

介護医療院 付表第一号（十七） 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護 付表第一号（二） 

介護予防訪問看護 付表第一号（三） 

介護予防訪問リハビリテーション 付表第一号（四） 

介護予防居宅療養管理指導 付表第一号（五） 

介護予防通所リハビリテーション 付表第一号（七） 

介護予防短期入所生活介護 付表第一号（八）

（九）（十） 

介護予防短期入所療養介護 付表第一号（十一） 

介護予防特定施設入居者生活介護 付表第一号（十二） 
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介護予防福祉用具貸与 付表第一号（十三） 

特定介護予防福祉用具販売 付表第一号（十四） 

 

⚫ 地域密着型（様式第二号） 

指
定
（
許
可
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類 

事業等の種類 様 式 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

夜間対応型訪問介護 付表第二号（二） 

認知症対応型通所介護 付表第二号（四）

（五） 

小規模多機能型居宅介護 付表第二号（六） 

認知症対応型共同生活介護 付表第二号（七） 

地域密着型特定施設入居者生活介護 付表第二号（八） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 付表第二号（九） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 付表第二号（一） 

複合型サービス 付表第二号（十） 

地域密着型通所介護 付表第二号（三） 

居宅介護支援事業 付表第二号（十一） 

介護予防支援事業 付表第二号（十二） 

地
域
密
着
型 

介
護
予
防 

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護 付表第二号（四）

（五） 

介護予防小規模多機能型居宅介護 付表第二号（六） 

介護予防認知症対応型共同生活介護 付表第二号（七） 

 

⚫ 基準該当（様式第十号） 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類 

事業等の種類 様 式 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 指定居宅 
付表第一号（一） 

訪問入浴介護 指定居宅 
付表第一号（二） 

通所介護 指定居宅 
付表第一号（六） 

短期入所生活介護 指定居宅 
付表第一号（八）
（九）（十） 

福祉用具貸与 指定居宅 
付表第一号（十三） 

介
護
予

防 

サ
ー
ビ

ス 

介護予防訪問入浴介護 指定居宅 
付表第一号（二） 



操作マニュアル：指定権者向け 

操作マニュアル 

- 65 - 

介護予防短期入所生活介護 指定居宅 
付表第一号（八）
（九）（十） 

介護予防福祉用具貸与 指定居宅 
付表第一号（十三） 

居宅介護支援事業 指定地域密着型 
付表第二号（十一） 

介護予防支援事業 指定地域密着型 
付表第二号（十二） 

 

⚫ 総合事業（様式第三号） 

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る 

事
業
所
の
種
類 

事業等の種類 様 式 

介護予防訪問介護相当サービス 

付表第三号（一） 緩和した基準による訪問型サービス（定率） 

緩和した基準による訪問型サービス（定額） 

介護予防通所介護相当サービス 

付表第三号（二） 緩和した基準による通所型サービス（定率） 

緩和した基準による通所型サービス（定額） 
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5.2. 「介護予防支援委託の届出」「加算に関する届出」「他法制度に基づく申請

届出」について  

「介護予防支援委託の届出」「加算に関する届出」「他法制度に基づく申請届出」については

介護事業所側の届出画面上での様式入力項目は無く、作成済みの各申請届出ファイルをアップ

ロードする方法となります。また、事業所台帳管理システムとのデータ連携には対応しており

ません。 

 

介護事業所が、事前に作成した申請・届出書類の電子ファイル(pdf、xlsx、docx等のファイル

形式)を本システムにアップロードして提出いただく方法となります。ファイル形式に制限はご

ざいませんが、パスワードを設定した zip ファイルはアップロードできません。 

また、添付できるファイルの容量は 1 ファイルあたり 10MB までとなります。10MB を超えるも

のはアップロードできません。 

電子申請・届出システムで受付を行う届出の範囲、および様式につきましては、各指定権者か

ら介護事業所へ周知をお願いいたします。 

  

書類名称を入力します ファイルを選択します コメントは必須です 

足りない場合は行を追加

可能です 

事業所側 アップロード画面 
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5.3. 登記情報提供サービスについて  

(1) 登記情報提供サービス  

本システムでは、登記事項証明書の提出と関連して、紙媒体での提出に代わり登記簿が保有す

る登録情報をインターネット上で確認できる「登記情報提供サービス」の利用を推奨しており

ます。申請・届出時に照会番号を添えることで、指定権者が「登記情報提供サービス」を通じ

て、登記情報を確認することができます。詳細については、以下の URL をご確認ください。 

 

・【登記情報提供サービス】ホームページ 

URL：https://www1.touki.or.jp/ 

・操作方法（公共電子確認） 

URL：https://www1.touki.or.jp/operate/05-01.html 

(2) 登記情報提供サービスの利用登録  

登記情報提供サービスの利用にあたり登録が必要となります。登録方法は以下の 2 つよりお選

び頂くことが可能です。 

・指定権者にて直接サービスへ登録 

指定権者にて直接サービス登録を行う場合は、「登記情報提供サービス」のホームページを

参照のうえご登録ください。 

・厚生労働省よりアカウント配布(1 指定権者あたり 1 アカウントのみ) 

厚生労働省よりアカウント配布をご希望された場合は、配布されたアカウントを利用してく

ださい。アカウント配布はヘルプデスクからメールにてご連絡いたします。 

  

https://www1.touki.or.jp/
https://www1.touki.or.jp/operate/05-01.html
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5.4. 事業所台帳管理システムとの連携について  

本システムでは、事業所台帳管理システム間でデータ連携を行うことにより、受け付けた申請

届出内容を手入力せずとも事業所台帳へ登録することが可能になります。ただし、連携のため

には事業所台帳管理システムが必要な改修を終えている必要があります。改修状況がご不明な

場合にはご使用されている事業所台帳管理システムのベンダーにお問い合わせください。 

 

事業所台帳管理システムとの連携方法としては、JSON 方式と API 方式があります。 

(1) JSON 方式 

JSON 方式は、本システムより申請データの連携用ファイル（JSON）をダウンロードし、台帳管

理システムにアップロードすることによりデータ連携を行います。連携用ファイルは以下の画

面で「台帳連携用ファイル一括ダウンロード」ボタン、もしくは「台帳連携用ファイルダウン

ロード」ボタンを押下することでダウンロードできます。 

 

No 画面名 システム 

1 『申請届出受付手続』画面 

(申請届出一覧) 

申請届出一覧で連携用ファイルをダウンロードし

たい申請・届出を選択して「台帳連携用ファイル

一括ダウンロード」ボタンをクリックすると、選

択した申請・届出情報の連携用ファイルが一括で

ダウンロード可能 

2 『申請(届出)詳細』画面 
「台帳連携用ファイルダウンロード」ボタンをク

リックすると、表示している申請・届出情報の連

携用ファイルがダウンロード可能 

 

『受付開始登録』画面 

『受付開始詳細』画面 

『受付結果入力』画面 

『受付結果詳細』画面 

! 「介護予防支援委託の届出」、「加算に関する届出」、「他法制度に基づく申請届出」の

場合は、台帳連携用ファイル出力の対象外となります。 

 

⚫ 電子申請・届出システムからの申請届出データの出力 

台帳連携用ファイルを出力したい申請・届出情報を選択して「台帳連携用ファイル一括ダウン

ロード」ボタンをクリックすると連携用ファイルが一括でダウンロードされます。 
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台帳連携用ファイルをダウンロードすると、「台帳登録」が「済」になります。 

 

出力した台帳連携用ファイル（JSON ファイル）を、指定権者が使用している事業所台帳管理シ

ステムにて取り込みを行います。 

 

⚫ 電子申請・届出システムにおける申請届出データの入力・取り込み 

事業所台帳管理システムにて事業所番号を発番、指定年月日の決定、登録後、事業所台帳管理

システムを使用し、JSON ファイルを出力します。電子申請・届出システムにて、該当する申請

届出の「結果登録」で、「事業所台帳結果取込」ボタンから JSON ファイルを取り込みます。 
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結果登録方法は P32 をご参照ください。 

 

(2) API 方式 

事業所台帳管理システムの API 連携ボタンの操作により、電子申請・届出システムのデータを

自動で取り込みます。API 連携についての実際の操作手順については、ご使用されている事業

所台帳管理システムのベンダーにお問い合わせください。 

 

(3) 電子申請・届出システムファイル連携仕様書  

台帳管理システムとの連携仕様を示すドキュメントが以下の URL から取得できます。 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html 

関連資料： 

・電子申請届出システム API 連携仕様書 

・電子申請届出システム JSON ファイル連携仕様書 

・電子申請届出システム 外部インターフェース項目定義 

5.5. メールアドレスについて  

事業所からの申請があった時の通知を受け取るメールアドレスは、事前にご提供頂いた情報を

元に 1 つのメールアドレスが設定されています。変更が必要な場合には「電子申請・届出シス

テムヘルプデスク」までお問合せください。 

 

また、電子申請・届出システムヘルプデスクから、システムメンテナンス等、各種お知らせを

「連絡先メールアドレス」として登録いただいた宛先にメールで送付いたします。 

連絡先メールアドレス変更の際は、「電子申請・届出システムヘルプデスク」までご連絡をお

願いいたします。 

5.6. 操作方法に関するお問い合わせについて  

電子申請・届出システムの操作方法について不明点がある場合は、電子申請・届出システムヘ

ルプデスクまでお問合せください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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電子申請・届出システムヘルプデスク(お問合せは E-mail でお願いします) 

E-mail：helpdesk_shinsei@kaigokensaku.mhlw.go.jp 

※自治体名や所属機関名・ご担当者名をご明記の上、なるべく具体的にお書きください。 

【受付時間】 

平日(土日・祝日、年末年始を除く) 

午前 9:00 ～ 17:30 


